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■大崎市市民プール大規模改修工事（建築）変更概要

区分 内容

変更理由

施工前調査を実施した結果，既存軒裏等の塗膜が劣化してお

り，再度塗装を施工しても耐久性が得られないことから，一部

外装塗材薄塗りとしていた仕上げを金属製サイディング仕上

げへ変更する等，工事請負契約を変更するもの。

変更事項

１ 工事請負契約の額の変更

既存軒裏等一部外装塗材薄塗り仕上げを金属製サイディン

グ仕上げへ変更

６，１３４，２００円の増額

金属製建具の改修工法をカバー工法から撤去・新設する工法

等へ変更

４，８７３，４００円の増額

サウナ室壁下地改修工事の追加

１，１２５，６００円の増額

空気調和設備吸気口パネルの更新追加

１，０８２，４００円の増額

屋根面戸板改修工事の追加

７７０，４００円の増額

現場の状況に合わせた仕様等の変更

４００，９００円の増額

変更金額合計

１４，３８６，９００円の増額


